
「南海トラフの巨大地震（東海・東南海・南海地震の連動と日

向灘への震源域の拡大）」による被害を想定します。

○被害想定

○大分市業務継続計画について
大分市業務継続計画(災害対策編)は、災害時に行政自らも被災し、利用できる資源に制約がある状況下において、

優先的に実施すべき業務（以下、非常時優先業務という。）を特定するとともに、業務の執行体制や対応手順、

継続に必要な資源の確保等をあらかじめ定め、大規模災害発生時にあっても適切な業務執行を行うことを目的に

策定しています。

【計画の位置づけ】

【業務継続の基本方針】

【業務継続計画の発動及び解除】

※ 防災基本計画 第2編 第1章 第6節 2-(7)公的機関等の業務継続性の確保

（１）災害発生時においては、応急対策業務を中心とした、非常時優先業務を最優先に実施

（２）非常時優先業務に必要となる人員や資機材等の確保・配分は、全庁的に協議・調整

（３）非常時優先業務以外の通常業務については、積極的に休止・停止・縮小

その後、非常時優先業務に影響を与えない範囲で、順次通常業務を再開

全ての非常時優先業務に着手し、その継

続が可能であると災害対策本部長が判断し
た時に、本計画の終結を宣言します。

＜業務継続計画の策定による効果＞

災害発生時には、発災直後から非常に短い時間の間に、迅速かつ的確に処理しなければならない被害状況の確

認などの応急業務量が急激に増加し、極めて膨大なものとなります（図１）。
「行政も被災する深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行体制や対応手順が明確となり、非常時優先業

務の執行に必要な資源の確保が図られることで、災害発生直後の混乱で行政が機能不全になることを避け、早期
により多くの業務を実施できるようになることが期待できます（図２）。

計画の策定 職員研修・訓練・運用
( PLAN ) ( DO )

計画の見直し 計画の点検・改善
( ACTION ) ( CHECK )

大分市業務継続計画（災害対策編）の概要

次の基本方針に基づき業務を継続します。

本計画は、本市が大規模災害により被災し、資源制約が伴う条件下に陥った場合でも、非常時優先業務の実

施を確保するために必要となる全庁的な対応等について定めます。
また、本計画は、出先機関等を含めたすべての

職場を対象として定めます。各
所属等は、本計画を踏まえ、各

職場においてマニュアル又は、

業務継続計画を作成し、非常時
優先業務の実施を確保します。

図３：各種計画やマニュアル等との関係図

「大規模災害発生時における地方公共団体の

業務継続の手引き」平成28年2月内閣府 引用

図１：発災後に市町村が実施する業務の推移 図２：業務継続計画の策定に伴う効果

災害の事象 計画発動の条件

震度6弱以上／大津波警報 計画の自動発動

震度5強以下

その他風水害等

災害対策本部長の宣言

による計画発動

（３）南海トラフの巨大地震による震度分布

（２）南海トラフの巨大地震による津波等

想定外の事態 多くの職員の被災 ライフライン寸断 庁舎の被災

予想される結果事象
①災害対応要員の不足
②指揮命令系統の混乱

③電気・水・食糧等の不足
④通信手段の途絶

⑤庁舎が使用不能
⑥サーバー等の破損

予想される結果事象 ①災害対応要員の不足（及び長期化への対応） ②指揮命令系統の混乱

事前の対策等

・津波を想定した行動指針
・内部の応援体制構築

・外部の応援の受け入れ体制構築

・避難所要員等の交代体制構築

・首長等の代行順位の
明確化

不測の事態に備えるため、「庁舎が使えない事態」などの結果事象によるアプローチも検討します。

③電気・水・食糧等の不足 ④通信手段の途絶 ⑤庁舎が使用不能 ⑥サーバー等の破損

・非常用発電機への燃料供給
・職員用食料・飲料水の備蓄

・非常用トイレの備蓄

・複数の連絡
手段の確保

・臨時災害対策本部
等の明確化

・必要資機材の把握

・重要データの
把握及び保護

社会状況の変化、組織・業務内容等の変化に対応

するため、見直しを定期的・継続的に行います。

○業務継続を阻害する事態

○業務継続のため執行体制と執務環境の整備(主な取組)

○計画の見直し

○非常時優先業務の選定と職員の参集予測

(件)

(人)

（１）主な被害想定の数値（H30年大分県地震津波被害想定調査より）
　　 〇地震・液状化・津波・急傾斜地崩壊・ブロック塀等による被害

全壊 半壊 死者 負傷者

合計 4,688 10,181 3,405 2,509
※建物被害は冬18時、人的被害は夏12時を想定


